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 １ 開  会 

２ あいさつ 

３ 議  題 

【報告事項】 

⑴ 第１回北本市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画策定委員会の協議結果につい

て 

⑵ 第８期介護保険事業計画における国の基本指針について 

【協議事項】 

⑴ 北本市高齢者福祉計画2021・第8期介護保険事業計画の素案について 

⑵ 介護保険事業量の見込みについて(資料３) 

４ 閉  会 

配布資料 

・次第 

・北本市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画策定委員会協議結果一覧 

（資料１） 

・第８期介護保険事業計画における国の基本指針について（資料２） 

・北本市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画素案（資料３） 
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１ 開会 

 

２ あいさつ 

 

 【会議の公開について説明】 

 

  事務局より会議の公開について説明がありました。本委員会の会議は、北本市情

報公開条例第２１条に基づき「公開」とし、会議資料の閲覧について同意すること

でよろしいでしょうか。 

 

  【異議なし】 

 

  本委員会の会議を「公開」することとし、会議資料の閲覧に同意します。 

 

３ 議題 

【報告事項】⑴第１回北本市高齢者福祉計画2021・第８期介護保険事業計画策定

委員会の協議結果について、事務局より説明を求めます。 

 

  【資料１に基づき説明】 

 

このことについて質問等ありますか。 

 

 【特になし】 

 

 特にないようですので、【報告事項】⑴第１回北本市高齢者福祉計画2021・第８



会 議 記 録 (2) 

発 言 者 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項 

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

 

加藤委員 

 

 

事務局 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

事務局 

 

委員長 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

関口委員 
 

 

期介護保険事業計画策定委員会の協議結果については以上とします。続きまして、

【報告事項】⑵第８期介護保険事業計画における国の基本指針について、事務局の

説明を求めます。 

 

 【資料２に基づき説明】 

 

 このことについて質問等ありますか。 

 

 埼玉県では、介護事業所等においてＢＣＰの作成を推奨しておりますが、本計画

における感染症や災害発生時の体制整備に関する方向性をお聞かせください。 

 

 非常時においても安定したサービスの提供が可能となるよう体制を整備すること

を目的とし、厚生労働省が作成した介護現場における感染対策の手引き等を確認し

ながら、記載内容について検討したいと考えております。 

 

  他に質問等ありますか。 

  特にないようですので、【報告事項】⑵第８期介護保険事業計画における国の基

本指針については以上とします。続きまして、【協議事項】⑴北本市高齢者福祉計

画2021・第8期介護保険事業計画の素案について、事務局の説明を求めます。 

 

【資料３に基づき説明】 

 

  このことについて質問・意見等ありますか。 

 

  北本市を取り巻く現状として、人口の減少についての記載があるが、この問題へ
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の対策は検討されていますか。また、各論に関しては、調整中の箇所が見受けられる

が、次回の策定委員会の際には、すべて調整が済んでいるということでよろしいで

しょうか。 

 

 人口減少への対策としては、高齢者に限った問題ではなく、市全体として取り組む

べき問題であると認識しております。そのため、本市の最上位計画である北本市総合

振興計画の策定において検討がされるべき問題であると考えます。 

  また、次回の策定委員会においては、内部の調整が済んだ計画案をお示しいたしま

す。 

 

  介護人材確保策の例として、介護助手活用モデル事業を掲載しておりますが、介護

には危険が伴うものです。このような事業を北本市でも実施しているのでしょうか。

 また、実施していた場合、研修内容等についてお聞かせください。 

 

  本市におきましても生活支援体制整備事業として市認定ヘルパー養成に関する取組

を実施しております。研修終了後には、介護事業所に就業できるよう介護保険制度、

生活支援サービスの提供、緊急時の対応等に関する研修内容としております。 

 

  本計画の目標として、いきいきとその人らしく健やかに暮らせるまちを掲げており

ますが、この目標を達成するために必要な個人の資産について示す必要があると考え

ますがいかがでしょうか。 

 

  本計画の趣旨といたしましては、地域包括ケアシステム構築に向け、本計画期間に

おける本市の方向性を示すものとなります。そのため、個人の資産についての言及は

いたしかねると考えますが、内部で検討し、次回策定委員会にて改めてお示ししま
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す。 

 

  日常生活圏域の設定について、一部コミュニティが分断された圏域の設定となっ

ています。当該圏域の設定方法についてお聞かせください。 

 

  日常生活圏域の設定に関しましては、地理的条件、人口、交通網等の社会的条

件、介護サービス事業所等の整備状況、地域づくりの活動状況等を踏まえ設定して

おります。また、当該圏域ごとに地域包括支援センターを設置しており、継続的な

高齢者支援を実施する観点からも、圏域の変更は予定しておりません。 

 

  各論については、調整中の部分が多いですが、地域福祉計画等を参考に、市民等

にとってわかりやすい計画となるよう調整をお願いします。 

 

  御指摘のとおり調整に努めます。 

 

  総論第３章において、地域包括ケアの深化・地域共生社会の実現に向けた国の施

策動向とありますが、介護従事者や市民等に地域包括ケアシステムが浸透していな

いように感じています。そのため、総論に地域包括ケアシステムに関する説明を追

記してはいかがでしょうか。 

 

  追記するよう調整します。 

 

  施策６の多様なサービスの充実については、介護サービス以外の地域資源も包含

されると考えてよろしいでしょうか。また、今ある地域資源を活用するだけでは、

高齢者の生活を支える上で不足が生じると考えますが、地域資源の開発に関しても
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計画書に記載する予定でしょうか。 

 

  お見込のとおり、施策６においては、地域資源を含めた多様なサービスの充実を

図るものとなります。また、地域資源の開発に関しましては、市で実施している生

活支援体制整備事業として生活支援コーディネーターを配置し、地域資源の開発・

把握に努めており、継続した事業の実施について計画しております。 

 

  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査等の結果について、計画書に記載してはいか

がでしょうか。 

 

  各論において、施策における現状・課題を把握する資料として記載する予定であ

ります。 

 

  本計画については、介護者等の意見を反映した計画となることが望まれると考え

ますが、そのような意見は把握していますか。 

 

  在宅介護実態調査、策定委員会及びパブリック・コメント手続により、介護者等

の意見を把握し、計画の作成に努めております。 

 

  高齢者のＩＣＴやＩＯＴへの適応の遅れも一つの社会問題であると感じておりま

す。この問題への対応策について、計画書に記載することは可能でしょうか。 

 

  高齢化が進展していく中で、介護現場におけるＩＣＴの活用については、国が推

進しているところであります。しかしながら、高齢者本人に対するＩＣＴ等への適

応支援については、本計画に関する課題解決に向けた取組として検討はしておりま
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せんでした。計画への反映について検討し、次回策定委員会において改めてお示し

します。 

 

  他に質問等ありますか。 

  ないようですので、【協議事項】⑴北本市高齢者福祉計画2021・第8期介護保険事

業計画の素案については以上とします。続きまして、【協議事項】⑵介護保険事業

量の見込みについて、事務局の説明を求めます。 

 

【資料３に基づき説明】 

 

  このことについて意見・質問等ありますか。 

 

  新型コロナウイルス感染症の影響により、通所系サービスの需要が減少し、訪問

系サービスの需要が増加していくものと考えております。そのような需要の動向に

対する介護事業所の整備状況について、計画書に記載してはいかがでしょうか。 

 

  新型コロナウイルス感染症が介護保険事業に与える影響については、現状、把握

が困難な状況でありますが、第７期計画期間中の実績から推計した介護保険事業量

に基づく施設等の整備方針については、各論においてお示しする予定としておりま

す。 

 

  他に意見・質問等ありますか。 

特にないようですので、本日の議題は以上で終了とします。なお、本日の議題に

ついて、他に意見・質問等ありましたら、令和２年１０月２１日（水）までに事務

局に連絡してください。また、当該意見・質問等の内容及びそれに対する対応等に
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ついては第３回策定委員会にて事務局から報告してください。 

進行を事務局に戻します。 

 

４ 閉会 

  

  

 


